
 

 

 

奈良市では、公益的施設における太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入と、再生可能エネル

ギー等の地域資源の活用を推進するため、公益的団体が、一部寄附等を募って太陽光発電設備

及び蓄電池設備を公益的施設に設置し、環境教育活動等を行う取組みに対して、費用の一部を

補助する事業を実施します。 

 

１ 事業の趣旨・目的 

 近年、カーボンニュートラルの実現が世界各国で表明されており、日本においても令和 2年

10月に、2050年（令和 32年）までに国内の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること

が宣言されました。その脱炭素社会の実現のために、再生可能エネルギーの導入が推奨されて

おり、なかでも市域では太陽光発電の導入が有望ですが、国の固定価格買取制度の買取価格低

下等の状況から太陽光発電事業が成立しにくい状況が見込まれ、今後は自家消費を目的とした

設備導入など、新たな展開が求められています。 

 そこで、民間の公益的施設において、太陽光発電設備等の導入を促進し、温室効果ガス削減、

地域におけるエネルギー自給率や地域活性化を目的として、公益的施設における活動に必要な

電力エネルギーを供給するための太陽光発電設備及び蓄電池設備を市民等からの寄附を募り

設置する市民共同発電所事業を行う団体を公募し、設置に係る経費の一部を補助します。 

 

２ 補助対象者 

公募事業に応募できる団体は、公益的施設において市民共同発電所事業を実施することがで

きる能力を有し、かつ次の要件を満たす公益的団体（営利を目的としない団体であって特定非

営利活動法人、公益法人、市民団体、自治会等、学校法人、社会福祉法人その他公益を目的と

する事業を行うもの）とします。 

⑴環境教育活動の実施により市民による地域活動の活性化に寄与できること。 

⑵市内に事業所等を有している団体であること。 

⑶定款又はこれに類する規約等を有し、代表者が明らかであること。 

⑷団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。 

⑸自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 

⑹宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

⑺暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成 24年奈良市条例第 24号）第 2条第 3号に規定す

る暴力団等をいう。）でないこと。この場合において、公益的施設の管理者又は占有者が所

有者と異なる場合は管理者又は占有者が、公益的施設の所有者でないものが交付を受ける
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場合は所有者が暴力団等でないこと。 

⑻市税を滞納していないこと。 

⑼その他補助金の適正な執行ができないと認められる特段の理由がないこと。 

 

３ 補助対象事業 

次の要件を満たす事業を対象とします。 

⑴市内の公益的施設（教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、自治会館等の施設であり、

公共施設を除く）に、太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置すること（中古品を除く） 

※太陽光発電設備で発電する電力は、主として当該公益的施設において使用するものとし

ます。 

⑵設置に要する費用のうち、補助対象事業に要する経費の 10％以上が、10 以上の市民等か

らの寄附金又はこれに準じるものとして市長が認めるもの（以下「寄附金等」という。）に

よるものであること。 

⑶設置後５年間、環境教育活動を実施すること。 

 

４ 補助対象設備 

補助対象設備 補  助  要  件 

太陽光発電設備 ・公益的施設と連系し、発電する電力が主として当該公益的

施設において使用されるものであること。 

・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が 4.0 キロワ

ットを超える規模のものであること。 

・電力会社と系統連系するものであること。 

・発電量の表示板等を公衆の見やすい場所に設置する等、太

陽光発電に関する環境教育活動に適したものであること。 

蓄電池設備 ・蓄電池部及びインバータ、パワーコンディショナ等の電力

変換装置を備えたものであること。 

・日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠して

いるものであること。 

・蓄電容量が 4.0 キロワット時を超える規模のものであるこ

と。 

 

 

  



５ 補助対象経費 

 事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、契約、

発注、購入等を行い、事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認

できる次に掲げる経費（地方税及び地方消費税を含まない）を補助の対象とします。 

対象経費 内      容 

工事費 本工事費及び付帯工事費（補助対象事業の実施に必要不可決な配

管、配電等の工事に必要な経費を含む。） 

機器装置等購入費 補助対象事業に必要な機器装置等の購入、製造、修繕又は据付等

に必要な経費（土地の取得及び賃借料を除く。） 

事務経費 寄附金等を募るに当たって必要な諸経費及び説明会費用等で、補

助対象経費の５％を上限とする。 

 

６ 補助内容 

⑴補助予定件数 

１件 

⑵補助金額・補助率 

 １件あたりの補助対象経費の２分の１（上限 50万円） 

 ※国等の補助金を併用する場合はその補助金額と、寄附金等の額を補助対象事業に要する

経費から控除した額を、補助対象経費とします。 

        

 

 

 

 

 

 

  



７ 事業実施の流れ 

事 業 時 期 
内      容 

奈 良 市 応 募 者 

令和 5 年 8 月 31 日ま

で 

事業計画書の受付 ・事業計画書及び必要書類

の作成・提出 

9月頃 応募事業の審査・選定 

補助対象事業の採択・通知 

（不採択の場合も通知します） 

・プレゼンテーション 

通知を受けた日から

30日以内 

 ・寄附金等の募集開始 

・補助金の交付申請 

交付申請後速やかに 交付申請の審査・調査 

補助金の交付決定・通知 

 

交付決定を受けた日

以降 

 ・太陽光発電設備及び蓄電

池設備設置工事の契約締結 

・工事実施 

・点灯式の開催や事業啓発

パネルの作成等 

事業完了後、1 ヶ月が

経過した日、もしく

は、令和 6 年 3 月 22

日のいずれかの早い

方の日までに 

 実績報告書の提出 

（工事代金領収書の写し等

を添付） 

審査後、交付決定の内

容及び条件に適合す

るものであると認め

たとき 

補助金額の確定・通知  

補助金確定通知を受

けた後速やかに 

 補助金の請求 

補助金の請求を受け

た後速やかに 

補助金の支払い  

  

 

  



８ 応募の手続き 

⑴応募書類の受付 

ア 受付期間 

 令和 5年 8月 31日（木）まで 

 （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 提出方法 

 書類は持参又は郵送（8月 31日午後５時必着）の方法で提出してください。 

ウ 費用の負担 

 応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 

⑵応募書類 

 ア 奈良市市民共同発電所事業計画書（別記第 1号様式） 

 イ 定款又はこれに類する規約等 

 ウ 事業実施予定箇所の位置図 

 エ 事業実施予定箇所の現況写真 

（事業実施予定箇所が確認できるように２方向から撮影したもの） 

 オ 補助対象設備の仕様書 

 カ 補助対象事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し 

 キ 太陽電池モジュールを土地及び建築物に設置する場合にあっては、当該土地及び建築

物に係る登記事項証明書、固定資産税に係る公課証明書その他所有者を確認できる書類

の写し 

 ク 公益的施設の所有者等の承諾書（太陽光発電設備設置、電力会社との電力受給契約及

び余剰電力の販売契約の締結並びに補助事業に係る証拠書類等の提供の承諾）。ただし、

補助金の交付を受けようとする者が公益的施設の所有者である場合は、この限りではな

い。 

 ケ 公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合にあっては、当該施設を管理又

は占有する権限を有することを証する書類の写し 

 コ 市税納付状況調査及び暴力団等の排除に関する同意書（別記第２号様式）（公益的施

設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合は、管理者又は占有者及び所有者のものを

含む。） 

⑶応募書類の返却 

 応募書類は理由の如何を問わず、返却しませんのでご了承ください。 

 なお、応募書類は本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しま

せん。 

⑷応募書類の不備 



 応募書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。 

⑸その他 

 書類提出後の差し替えは認めません（奈良市が修正等を求める場合を除く）。 

 

９ 質問の受付 

 質問がある場合は、質問内容を記入し電子メールで送信してください。 

⑴受付期間 令和 5年 8月 24日（木）午後５時まで 

⑵提出先 環境政策課（kankyoseisaku@city.nara.lg.jp） 

⑶質問に対する回答 環境政策課ホームページに掲載し、個別には回答しません。 

 

１０ 審査について 

⑴審査の方法 

 ア ⑵の評価基準に基づき、奈良市市民共同発電所事業者選定委員会による審査を行い、

評価点を決定し、最も高得点の事業を補助対象候補として決定します。 

 イ 審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査にて行います。プレゼンテーション審

査の日程は、事前に通知します。 

 ウ 審査の結果、委員会としての評価点が、合計で１５点未満（２５点満点）となった事

業は、原則として採択しません。なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けませ

ん。 

⑵審査・評価の基準 

審査項目 評価の基準 配点 

①公益的団体の活

動状況 

・団体としての活動が公益を目的とするものとなっているか。 

・団体が予定している活動内容に積極的な環境活動が含まれて

いるか。 

５ 

②地域からの支持 
・複数の地域団体との連携や、幅広い主体からの協力等、地域

に支持された計画であるか。 
５ 

③事業内容の環境

保全・創造への寄与 

・計画している環境活動が、地域環境の保全・創造につながる

行動となっているか。 
５ 

④事業手法の適切

性 

・経費に妥当性があるか。 

・計画に実効性があり、景観等の環境面に配慮されているか。 
５ 

⑤波及・ＰＲ効果 
・広く市民に対して、太陽光発電導入への波及やＰＲ効果が期

待できる計画となっているか。 
５ 

評価点合計  ２５ 



 

⑶その他 

 次に該当する場合は、審査の対象から除外します。交付決定後に判明した場合は決定を取

り消し、交付済みの補助金があれば返還を求めます。 

 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

 イ 本要領に違反又は著しく逸脱した場合 

 ウ 審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合 

 

１１ その他 

⑴交付決定した事業については、活動状況等を随時調査します。 

⑵事業完了する年度から５年間、提出した事業計画に基づいて環境教育活動を行うとともに、

発電実績とともに、その結果を市に毎年報告してください。 

 ⑶事業完了後５年間、補助対象設備を維持管理する必要があります。 

 ⑷補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ奈良市市民共同発電所事業補助金に

係る財産処分承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。 

 ⑸補助対象設備の設置に係る関係書類については、設置後５年間保管してください。 

 

１２ 問い合わせ・書類提出先 

 奈良市 環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進係 

 住所：〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目 1番 1号 

 電話：0742-34-4591 

 FAX：0742-36-5466 

 E-mail：kankyoseisaku@city.nara.lg.jp 
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